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議題（１）川口市青少年問題協議会について

設置根拠法令等

設置年月日

所掌事務

委員数・任期

氏　名　※敬称略

庵 地 眞 見 公募市民

萩 原 実 公募市民

小野寺 秀明 川口市青少年団体連絡協議会

吉 田 照 司 川口機械工業協同組合

遠藤 ミツル 川口市民生委員児童委員協議会

笠 井 裕 江 川口市ＰＴＡ連合会

森 元 秀 樹 川口地区保護司会

菊地 美代子 川口商工会議所女性会

小 松 和 人 川口商工会議所青年部

富 田 政 弘 川口市少年軟式野球連盟

小柳 美佐子 川口市青少年育成推進員協議会

中 村 優 美 川口警察署生活安全課

池 野 智 康 武南警察署生活安全課

栁 田 朗 川口市中学校長会

齊 藤 敦 史 川口市小学校長会

川口市青少年問題協議会概要

昭和30年4月1日

地方青少年問題協議会法・川口市青少年問題協議会条例

　青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の
樹立につき必要な重要事項を調査審議すること。
　青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の
適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調
整を図ること。

市民

知識経験者

関係行政機関

青少年関係団体

備　　考

１５人・２年　（任期：令和７年６月１日～令和９年５月３１日）　

委員の氏名
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地方青少年問題協議会法 

発令    ：昭和28年7月25日法律第83号 

最終改正：平成25年6月14日号外法律第44号 

改正内容：平成25年6月14日号外法律第44号[平成26年4月1日] 

○地方青少年問題協議会法 

〔昭和二十八年七月二十五日法律第八十三号〕 

〔総理・法務・大蔵・文部・厚生・農林・労働大臣署名〕 

青少年問題協議会設置法をここに公布する。 

地方青少年問題協議会法 

（設置） 

第一条 都道府県及び市（特別区を含む。以下同じ。）町村に、附属機関として、それぞれ

都道府県青少年問題協議会及び市町村青少年問題協議会（特別区にあつては、特別区青少

年問題協議会。以下同じ。）（以下「地方青少年問題協議会」と総称する。）を置くこと

ができる。 

（所掌事務） 

第二条 地方青少年問題協議会は、当該地方公共団体における次の各号に掲げる事務をつか

さどる。 

一 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な重要事項

を調査審議すること。 

二 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために

必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。 

２ 地方青少年問題協議会は、前項に規定する事項に関し、当該地方公共団体の長及びその

区域内にある関係行政機関に対し、意見を述べることができる。 

（組織） 

第三条 地方青少年問題協議会は、会長及び委員若干人で組織する。 

（相互の連絡） 

第四条 地方青少年問題協議会は、相互に緊密な連絡をとらなければならない。 

（経費） 

第五条 国は、都道府県青少年問題協議会を置く都道府県及び市青少年問題協議会を置く地

方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市に対

し、予算の範囲内において、当該都道府県青少年問題協議会及び市青少年問題協議会の運

営に要する経費の一部を補助することができる。 

（条例への委任） 

第六条 この法律に定めるものを除くほか、地方青少年問題協議会に関し必要な事項は、条

例で定める。 

附 則 

１ この法律は、公布の日から施行する。 

２ 総理府設置法（昭和二十四年法律第百二十七号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

附 則〔昭和三二年六月一日法律第一五八号抄〕 
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（施行期日） 

１ この法律は、昭和三十二年八月一日から施行する。 

附 則〔昭和三三年五月一〇日法律第一四四号〕 

この法律は、昭和三十三年七月一日から施行する。 

附 則〔昭和三七年四月一六日法律第七七号抄〕 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から施行する。〔後略〕 

附 則〔昭和四一年三月三一日法律第一六号抄〕 

（施行期日） 

１ この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。 

附 則〔昭和四三年六月一五日法律第九九号抄〕 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から施行する。〔後略〕 

附 則〔昭和五八年一二月二日法律第八〇号抄〕 

（施行期日） 

１ この法律は、総務庁設置法（昭和五十八年法律第七十九号）の施行の日〔昭和五九年七

月一日〕から施行する。 

〔経過措置〕 

６ この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める

ことができる。 

附 則〔平成一一年七月一六日法律第一〇二号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の

日〔平成一三年一月六日〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に

定める日から施行する。 

一 〔略〕 

二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三

十条の規定 公布の日 

（委員等の任期に関する経過措置） 

第二十八条 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会

長、委員その他の職員である者（任期の定めのない者を除く。）の任期は、当該会長、委

員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。 

一～五 〔略〕 

六 青少年問題審議会 

七～五十八 〔略〕 

（別に定める経過措置） 

第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経

過措置は、別に法律で定める。 

附 則〔平成二五年六月一四日法律第四四号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号
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に定める日から施行する。 

一 〔略〕 

二 第一条〔中略〕の規定 平成二十六年四月一日 

三 〔略〕 

（政令への委任） 

第十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に

関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 
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○川口市青少年問題協議会条例 

昭和53年３月30日条例第58号 

改正

昭和55年６月27日条例第18号 

平成12年６月29日条例第42号 

平成26年３月20日条例第４号 

平成27年３月12日条例第１号 

川口市青少年問題協議会条例 

（設置） 

第１条 地方青少年問題協議会法（昭和28年法律第83号）第１条の規定に基づき、川口市青少年問

題協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

（委員） 

第２条 委員の数は、15人以内とする。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(１) 市民 

(２) 青少年関係団体から選出された者 

(３) 関係行政機関の職員 

(４) 知識経験者 

（任期） 

第３条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長） 

第４条 会長は、委員の互選によってこれを定める。 

２ 会長は、協議会の会務を総理する。 

３ 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。 

（会議） 

第５条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（関係者の出席及び資料の提出） 

第６条 協議会は、必要があるときは、関係者の出席を求めて、その意見を聴き、又は関係者に資
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料の提出を求めることができる。 

（専門委員） 

第７条 協議会に、専門の事項を調査させるため、専門委員若干人を置くことができる。 

２ 専門委員は、当該事項について専門的知識を有する者のうちから市長が委嘱する。 

３ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときに、解任されるものとする。 

（幹事） 

第８条 協議会に幹事若干人を置き、市長が関係行政機関の職員及び市職員のうちから委嘱又は任

命する。 

２ 幹事は、協議会の所掌事務について、会長、委員及び専門委員を補佐する。 

（庶務） 

第９条 協議会の庶務は、子ども部において処理する。 

（委任） 

第10条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って

定める。 

附 則

（施行期日） 

１ この条例は、昭和53年４月１日から施行する。 

（川口市青少年問題協議会設置条例の廃止） 

２ 川口市青少年問題協議会設置条例（昭和35年条例第１号）は、廃止する。 

附 則（昭和55年６月27日条例第18号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、昭和55年７月１日から施行する。 

附 則（平成12年６月29日条例第42号） 

この条例は、平成13年１月６日から施行する。 

附 則（平成26年３月20日条例第４号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成26年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現にこの条例による改正前の川口市青少年問題協議会条例第１条の規定に

より設置された川口市青少年問題協議会（以下「協議会」という。）の会長である者及び協議会
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の委員である者は、この条例による改正後の川口市青少年問題協議会条例第４条第１項の規定に

より選任され、又は同条例第２条第２項の規定により委嘱されたものとみなす。 

附 則（平成27年３月12日条例第１号） 

この条例は、平成27年４月１日から施行する。 
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議題（２）　川口市の青少年対策について

◆第５次川口市総合計画・後期基本計画での位置づけ

《めざす姿》　「Ⅱ　子どもから大人まで“個々が輝くまち”」

《施　　策》　「２　子どもの成長をサポートする基盤づくり」

【基本方針】

学校・家庭・地域と行政が相互に補完・連携しながら、さまざまな社会

経験の場や見守りの機会を増やし、子どもの成長をサポートする基盤を

より強固なものにしていきます。

《単位施策》 「① 学校の教育力向上」

「② 地域の教育力・健全育成活動の充実」

《主な取り組み》

② 地域の教育力・健全育成活動の充実

1 学校運営協議会と地域学校協働活動が連携・協働しながら、地域住民等の参

画を得て取り組む学校応援団や放課後子供教室の活動を基礎に、学校と地域

等を双方向の関係に発展させ、地域全体で子どもの学びや育ちを支えます。

2 子どもが生きる力を身に付け、将来、自立した社会生活が営めるよう、各種

体験事業などを実施します。また、地域活動やボランティア活動、世代間交

流などへの積極的な参加を促し、地域への愛着や連帯意識を持ち、他者を思

いやることができる人づくりを行います。

3 子どもに体験活動の機会を提供する青少年団体の活動を促進し、指導者の養

成や資質向上に努めます。

4 学校・家庭・地域などと連携し、子どもや若者を非行や犯罪から守り、健全

な育成に望ましい環境づくりを推進します。また、市民意識の高揚を図るた

め、啓発活動などを継続的に展開します。

5 困難をきたす子どもや若者に対し適切に相談・支援ができるよう、関係諸機

関が連携を図りながら社会全体で支援できる体制づくりを推進します。

※ 学校での取り組み

青少年対策室での取り組み2～5

1
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№

1 いじめから子どもを守る委員会 【定例会】　

 毎月第４木曜日１０：００～ 第２庁舎３階会議室

【交流会】

　８月５日（月）１５：００～　本庁舎６０１

　１１月２８日（木）　青木中央小学校

　２月１０日（月）　朝日東小学校

【いじめ撲滅キャンペーン】

 街頭　１１月６日（水）　川口駅頭　１６：００～　　

2 公民館地区青少年育成協議会  ５月１４日（火）　１４：００～ 

会長・事務局長合同会議  第一本庁舎６０１大会議室

3 青少年育成推進員協議会総会  ５月２９日（水）　１４：００～  

 第一本庁舎５０１大会議室

4 青少年問題協議会

5 こども自然体験村（キャンプ）  ７月２１日（日）～２３日（火）

 群馬県みどり市　小平キャンプ場

6 通学合宿  ６月２６日(水)～２９日(土)　領家公民館

 １１月２０日(水)～２３日(土)　青木東公民館

7 七つの祝い  １０月１４日（月・祝）式典１１：００～

 グリーンセンター

8 非行防止キャンペーン 街頭キャンペーン

講演会　１月１７日（金）１４：３０～　

　鳩ヶ谷駅市民センター多目的ホール

9 第４４回親と子の音楽会  ２月１６日（日）１４：００～

 南平文化会館

10  ３月８日（土）１４：００～

 フレンディア

11 指導者養成講習会  ６月８日（土）１０：００～

 神根野外活動広場

12 アドベンチャープレイ事業  こどもまつり（前川）　　　　５月１８日（土）

※前川第６公園  わんぱくまつり（南平）　　１０月１２日（土）

※南平児童交通公園  やきいも大会（神根野活）　　１２月８日（日）

 新春伝承あそびまつり（前川）１月１１日（土）

13 おかめ市街頭補導

14 青少年まつり  ６月２日（日）１０：００～１５：００

 川口駅東口公共広場（キュポ・ラ広場）

15 三市青少年の船

　当番市：蕨市 結団式　３月２日（日）10：00～蕨市民会館

研修会　３月２７日～３０日　３泊４日　神津島村

事業名 日時・場所

令和６年度　青少年対策室事業報告

 １２月１５日（日）　川口神社

 ①６月２５日（火）１４：００～　第一本庁舎５０１

 ②１月３０日（木）１４：００～　ワークファンルーム

【秋】１１月１２日（火）１６：００～　東川口駅頭

【夏】　７月４日（木）１７：３０～　川口駅頭

第６７回明るい街づくり運動推進大会

 １２月２２日（日）　鳩ヶ谷氷川神社

50周年記念式典　１２月１日（日）10：00～蕨市民会館

- 9 -



　令和６年度事業の概要と課題

単位施策と主な取り組み　②－２

子どもが生きる力を身に付け、将来、自立した社会生活が営めるよう、各種

体験事業などを実施します。また、地域活動やボランティア活動、世代間交

流などへの積極的な参加を促し、地域への愛着や連帯意識を持ち、他者を思

いやることができる人づくりを行います。

１　こども自然体験村

（キャンプ）

【概　　要】 野外活動を通して、自然や環境への理解を深めるとともに、異なる年

齢の人たちとの交流の中で、自主性、協調性、忍耐力、社会性、思い

やりの心を育むことを目的とし、実施するもの。

【実　　績】 令和６年７月２１日（日）～２３日（火）

群馬県みどり市　小平キャンプ場

参加者　小学５年生～中学３年生　４０人

【課　　題】 リーダーとなる若手キャンプ指導者の確保。

２　通学合宿

【概　　要】 親元を離れ、共同生活をしながら通学することにより、家族の大切さ

を理解し、「生きる力」を身に付けることを目的として実施するもの。

運営にあたっては、地域との連携を重視し、子どもたちが誇りや愛着

を持てる地域づくりが実現できることを目指すもの。

【実　　績】 ①令和６年６月２６日（水）～２９日（土）／領家公民館

②令和６年１１月２０日（水）～２３日（土）／青木東公民館

参加対象者　小学４年生～６年生（①１７人、②２０人）

【課　　題】 開催地域における関係団体との連携強化及び若手指導者の確保

３　七つの祝い

【概　　要】 来春、小学校に入学する子どもを招待し、青少年団体によるステージ

等で、健やかな成長を祝福するもの。

【実　　績】 令和６年１０月１４日／グリーンセンター　　

参加対象幼児　９８４人

【課　　題】 子どもの成長を皆で喜び合えるような、企画・運営の継続。
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４　親と子の音楽会

【概　　要】 親子が音楽を通してふれ合うことにより、子どもの情操を養い、親子

の信頼関係と温かい家庭環境の構築に資することを目的とし、実施す

るもの。

【実　　績】 令和７年２月１６日／南平文化会館

参加者３０６人

【課　　題】 幼少期における良き思い出づくりができる、企画・運営の継続。

単位施策と主な取り組み　②－３

子どもに体験活動の機会を提供する青少年団体の活動を促進し、指導者の養

成や資質向上に努めます。

１　青少年指導者養成講習会

【概　　要】 青少年活動に役立つ技術講習を通して、指導者の能力と資質の向上

を図り、地域の青少年団体のリーダーを養成し、青少年活動の活性

化を図るもの。

【実　　績】 令和６年６月８日／神根青少年野外活動広場

参加者３人

【課　　題】 カリキュラムの充実

　　 単位施策と主な取り組み　②－４

学校・家庭・地域などと連携し、子どもや若者を非行や犯罪から守り、健全

な育成に望ましい環境づくりを推進します。また、市民意識の高揚を図るた

め、啓発活動などを継続的に展開します。

１　青少年非行防止キャンペーン

【概　　要】 青少年の非行防止、並びに犯罪の未然防止を図るため、警察、行政

及び青少年団体等が相互に協力、連携し、啓発活動を実施すること

で、青少年の健全育成を推進する。

【実　　績】 講演会

埼玉県警 サイバー対策課 赤間 和也 

令和７年１月１７日／鳩ヶ谷駅市民センター多目的ホール

参加者５０人

街頭キャンペーン

夏：　７月　４日　川口駅頭　　参加者　７７人

秋：１１月１２日　東川口駅頭　参加者　２４人

【課　　題】 より効果的な事業内容の検討及び参加者の確保。

「サイバーセキュリティ講演
　　～サイバー犯罪の被害に遭わないために～」
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２　愛のひと声・あいさつ運動

【概　　要】 青少年の犯罪や非行を防止し、健全に育成するため、地域で見守り、

　　 あいさつを交わす習慣をつくる運動を実施するもの。

【実　　績】 実施団体　１４７団体　　延べ参加者数　５７，５８８人

延べ活動日数　１１，８０６日

【課　　題】 実施団体との協力体制の強化。

３　おかめ市街頭補導

【概　　要】 青少年を犯罪や非行、事故等から守るため、毎年１２月に開催される

　　 おかめ市周辺のパトロール及び補導活動を実施するもの。

　　 【実　　績】 令和６年１２月１５日／川口神社　

令和６年１２月２２日／鳩ヶ谷氷川神社　

【課　　題】 関係団体・機関との協力･連携体制の構築

４　明るい街づくり運動推進大会

【概　　要】 青少年育成委員や青少年団体の指導者等が一堂に会し、青少年の健全

育成と取り組みの一層の進展を期するもの。

【実　　績】 令和７年３月８日　フレンディア

参加者４０４人

【課　　題】 青少年健全育成活動に関わる方々の、意欲と意識をより高められる

ような企画・運営の継続。

５　小・中学生作文コンクール

【概　　要】 小・中学生が感じたことや日常考えていることを作文にまとめ、自分

の存在や社会との関わりについて認識させるとともに、青少年に対す

る市民の理解を深めることを目的とし、実施するもの。

【実　　績】 作品数　小学生７３作品、中学生３０４作品

（うち入賞２８作品）

【課　　題】 応募作品の減少
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単位施策と主な取り組み　②－５

困難をきたす子どもや若者に対し適切に相談・支援ができるよう、関係諸機

関が連携を図りながら社会全体で支援できる体制づくりを推進します。

　１　いじめ防止推進事業

【概　　要】 平成２９年４月に施行された「川口市いじめを防止するためのまちづくり

推進条例」に基づき、「川口市いじめから子どもを守る委員会」を設置し、

いじめに関する相談に対応して、必要な調査及び調整を行う。

【実　　績】 令和６年度相談ケース数　３９ケース

※うち委員面接実施　１３ケース（延べ２３回）

いじめから子どもを守る委員会定例会　１２回

【課　　題】 委員会相談窓口の周知及び相談体制の充実。
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№

1 いじめから子どもを守る委員会 【定例会】　

 毎月第４木曜日　10：00～ 第２庁舎３階会議室

【交流会】①８月６日（水）第一本庁舎　６０１

【いじめ撲滅キャンペーン】

2 公民館地区青少年育成協議会  ５月１４日（水）　１４：００～ 

会長・事務局長合同会議  第一本庁舎６０１会議室

3 青少年育成推進員協議会総会  ５月２８日（水）　１４：００～  

 青木会館　会議室Ａ・Ｂ・Ｃ

4 青少年問題協議会 ①６月２０日（金）１４：００～602・603会議室

②日時・会場未定

5 こども自然体験村（キャンプ）  ７月２７日（日）～２９日（火）

 群馬県みどり市　小平の里

6 通学合宿

7 七つの祝い  １０月１３日（月・祝）

 グリーンセンター

8 非行防止キャンペーン  街頭キャンペーン

 講演会　１月予定　１４：００～　未定

9 第４５回親と子の音楽会  ２月１５日（日）１４：００～

 南平文化会館

10  ３月７日（土）１４：００～

 ※会場未定

11 指導者養成講習会  講習会　※日時・場所未定

12 アドベンチャープレイ事業  こどもまつり　５月１０日（土）

※前川第６公園  わんぱくまつり　１０月予定

※南平児童交通公園  やきいも大会　　１２月予定

 新春伝承遊びまつり　１月予定

 プレイリーダー養成講座　未定

13 おかめ市街頭補導

 １２月下旬　鳩ヶ谷氷川神社

14 青少年まつり  ６月８日（日）１０：００～１５：００

 川口駅東口公共広場（キュポ・ラ広場）

15 三市青少年の船  結団式　３月上旬　フレンディア

　当番市：川口市

②１１月２６日（水）～２９日（土） 新郷南公民館

 研修会　３月下旬　３泊４日　神津島

 １２月１５日（月）　川口神社

　②未定、③未定

 街頭　１１月５日（水）　川口駅頭　１６：００～　　

【夏】７月２日（水）１７：３０～　川口駅頭

【秋】１１月１２日（水）１６：００～　東川口駅頭

第６８回明るい街づくり運動推進大会

①６月２５日（水）～２８日（土） 安行東公民館

事業名 日時・場所

令和７年度　青少年対策室事業予定表
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議題（３） 川口市の青少年の現状について 

１ 人口について 

 ◆人口・世帯数・人口動態の推移（平成 25-令和 7年）       単位：人・世帯 

人口 世帯 
対前年 

人口増減数 

自然動態 社会動態 

出生 死亡 転入等 転出等 

平成     

25 年 580,852 259,048 1,831 5,291 4,575 30,494 28,073 

26 年 583,989 262,302 3,137 5,140 4,592 31,597 26,929 

27 年 589,205 266,902 5,216 5,327 4,858 31,758 28,748 

28 年 592,684 270,957 3,479 5,207 4,767 31,344 28,973 

29 年 595,495 274,870 2,811 4,954 5,036 34,034 29,397 

30 年 600,050 280,069 4,555 4,833 5,256 34,076 29,865 

31 年 603,838 285,043 3,788 - - - - 

令和元 - - - 4,706 5,460 34,385 30,364 

2 年 607,105 290,037 3,267 4,487 5,694 32,933 31,458 

3 年 607,373 293,582  268 4,045 5,863 31,294 31,304 

4 年 605,545 295,628 △1,828 3,950 6,304 32,405 30,881 

5 年 604,715 298,203 △830 3,933 6,389 34,584 30,528 

6 年 606,315 302,335 1,600 3,882 6,539 35,510 31,721 

7 年 607,447 306,660 1,132     

  ※人口・世帯は１月１日現在の日本人と外国人の合計 （川口市統計資料） 

  ※人口動態は各年 1月 1日-12 月 31 日 

 ◆家族類型別一般世帯数・人員と 18 歳未満親族のいる一般世帯数・人員 

                                 単位：世帯・人 

一般世帯 

世帯数 世帯人員 

18 歳未満の親族のいる一般世帯 

世帯数 世帯人員 
18 歳未満

親族人員 

親族のみの世帯 159,810 472,729 53,919 204,562 87,310

核家族世帯 146,573 421,051 49,464 182,664 80,518

核家族以外の世帯 13,237 51,678 4,455 21,898 6,792

非親族を含む世帯 3,397 7,929 257 1,052 377

単独世帯 103,176 103,176 19 19 19

※総 数 266,756 584,912 54,195 205,633 87,706

  ※世帯数・世帯人員の総数には不詳分含む       （令和２年 国勢調査） 

  ※一般世帯  ・住居と生計を共にしている人の集まり 

・一戸を構えて住んでいる単身者 

・間借り・下宿などの単身者 

・会社などの独身寮の単身者 
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人口 平均
(世帯数) 年齢

0-6歳 7-12歳 13-15歳 16-18歳 19-29歳

607,447 169,514

(306,660) 27.91%

44,722 12,611

(23,706) 28.20%

73,207 21,801

(41,831) 29.78%

77,646 20,425

(39,775) 26.31%

65,335 18,121

(32,620) 27.74%

39,320 10,086

(18,496) 25.65%

51,797 13,809

(24,113) 26.66%

80,831 21,549

(44,142) 26.66%

38,368 11,287

(16,747) 29.42%

71,184 21,956

(32,954) 30.84%

65,037 17,869

(32,276) 27.48%

2,413 2,115 951 954 6,178

　◆地区別人口・世帯数・30歳未満人口（令和７年）　　　　　　　 　　　　　　　単位：人・世帯

30歳未満人口

川口市 45.91 28,746 29,806 15,495 15,868 79,599

横曽根 44.00 3,192 3,050 1,557 1,578 12,424

中　央 44.14

1,821 8,325

青　木 47.26 3,234 3,726 1,875

4,169

1,940

1,709 1,978 1,100 1,130

9,650

47.97 2,474 2,581 1,396 1,609

南　平 46.00 3,009 3,180 1,786

5,749

新　郷 48.55

芝 47.00 3,463 3,368 1,695 1,694

神　根

安　行 45.20 2,177 2,532 1,233 1,235

43.14 4,038 4,064 2,147 2,069

11,329

4,110

※人口・世帯は1月1日現在の日本人と外国人の合計 　　　 　（川口市統計資料）

9,638

鳩ヶ谷 46.44 3,037 3,212 1,755 1,838 8,027

戸　塚

- 16 -



川　口 武　南 川　口 武　南

警察署 警察署 警察署 警察署

65 50 115 8.2 3.5 5.2
(52) (53) (105) (7.8) (8.8) (8.3)
11 5 16 1.4 0.4 0.7
(3) (6) (9) 0.5 (1.0) (0.7)
76 55 131 9.6 3.9 5.9

(55) (59) (114) (8.3) (9.8) (9.0)
10 16 26 1.3 1.1 1.2
(4) (23) (27) (0.6) (3.8) (2.1)
4 0 4 0.5 0.0 0.2

(0) (0) (0) (0.0) (0.0) (0.0)
14 16 30 1.8 1.1 1.4
(4) (23) (27) (0.6) (3.8) (2.1)
0 0 0 0.0 0.0 0.0

(0) (0) (0) (0.0) (0.0) (0.0)
90 71 161 11.4 5.0 7.3

(59) (82) (141) (8.9) (13.6) (11.1)
700 1355 2055 88.6 95.0 92.7

(604) (520) (1124) (91.1) (86.4) (88.9)
790 1426 2216 100 100 100

(663) (602) (1265) (100) (100) (100)

資料提供：川口警察署・武南警察署

　２　少年非行の現状について

 ※人数については令和７年４月現在の暫定値

計

刑 法 犯

計

非

行

少

年

犯

罪

少

年

特別法犯

ぐ 犯 少 年

非 行 少 年 補 導 （ 検 挙 ） 状 況

特別法犯

構成比　（％）

摘　　要

令和６年１月～令和６年１２月　　下段(　)内は前年数値

補導（検挙）数　（人）

合　　　　計

小   　　計

不良行為少年

計

触

法

少

年

計

刑 法 犯

 非 行 少 年……犯罪少年、触法少年及びぐ犯少年

 犯 罪 少 年……罪を犯した１４歳以上２０歳未満の少年

○刑法犯少年……刑法の各本条に定められている行為（交通関係を除く。）をした少年

○特別法犯少年……刑法及び道路交通法以外の法令に違反する行為をした少年

 触 法 少 年……１４歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年

 ぐ 犯 少 年……性格、環境に照らして将来罪を犯し、または、刑罰法令に触れる行為を

         するおそれのある少年

 不良行為少年……非行少年には該当しないが、飲酒、喫煙、その他自己または他人の徳性

         を害する行為をしている少年

※民法および少年法の改正により令和４年４月から１８・１９歳は特定少年となります。
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１　犯罪少年（刑法に規定する罪を犯した１４歳以上２０歳未満の少年） 単位：人

凶悪犯 粗暴犯 窃盗犯 知能犯 風俗犯 その他 計 摘　要

川口警察署
10 17 24 3 1 10 65

管 内 (1) (9) (36) (0) (0) (6) (52)

武南警察署
1 6 31 3 1 9 51

管 内 (8) (2) (33) (0) (3) (7) (53)

11 23 55 6 2 19 116

(9) (11) (69) (0) (3) (13) (105)

２　触法少年（刑罰法令に触れる行為をした１４歳未満の少年） 単位：人

凶悪犯 粗暴犯 窃盗犯 知能犯 風俗犯 その他 計 摘　要

川口警察署
1 0 6 0 1 2 10

管 内 (0) (3) (0) (0) (1) (0) (4)

武南警察署
0 3 9 1 1 2 16

管 内 (0) (2) (16) (0) (0) (5) (23)

1 3 15 1 2 4 26

(0) (5) (16) (0) (1) (5) (27)

罪 種 別 非 行 状 況

令和６年１月～令和６年１２月　　下段(　)内は前年数値
 ※人数については令和７年４月現在の暫定値

合　　　計

資料提供：川口警察署・武南警察署

合　　　計

令和６年１月～令和６年１２月　　下段(　)内は前年数値
 ※人数については令和７年４月現在の暫定値
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川　口 武　南 川　口 武　南

警察署 警察署 警察署 警察署

21 5 26 3.0 0.4 1.3
(12) (8) (20) (2.0) (1.5) (1.8)
123 120 243 17.6 8.9 11.8
(89) (59) (148) (14.7) (11.3) (13.2)

8 1 9 1.1 0.1 0.4
(3) (0) (3) (0.5) (0.0) (0.3)
1 0 1 0.1 0.0 0.0

(1) (0) (1) (0.2) (0.0) (0.1)
127 59 186 18.1 4.4 9.1
(97) (56) (153) (16.1) (10.8) (13.6)

1 0 1 0.1 0.0 0.0
(0) (0) (0) (0.0) (0.0) (0.0)

279 728 1007 39.9 53.7 49.0
(303) (362) (665) (50.2) (69.6) (59.2)

55 16 71 7.9 1.2 3.5
(30) (9) (39) (5.0) (1.7) (3.5)

7 8 15 1.0 0.6 0.7
(4) (3) (7) (0.7) (0.6) (0.6)
5 4 9 0.7 0.3 0.4

(5) (2) (7) (0.8) (0.4) (0.6)
2 10 12 0.3 0.7 0.6

(1) (1) (2) (0.2) (0.2) (0.2)
19 0 19 2.7 0.0 0.9
(0) (0) (0) (0.0) (0.0) (0.0)
23 15 38 3.3 1.1 1.8

(18) (4) (22) (3.0) (0.8) (2.0)
18 381 399 2.6 28.1 19.4

(31) (3) (34) (5.1) (0.6) (3.0)
11 8 19 1.6 0.6 0.9

(10) (11) (21) (1.7) (2.1) (1.9)
0 0 0 0.0 0.0 0.0

(0) (2) (2) (0.0) (0.4) (0.2)
0 0 0 0.0 0.0 0.0

(0) (0) (0) (0.0) (0.0) (0.0)
700 1,355 2,055 100.0 100.0 100.0

(604) (520) (1124) (100.0) (100.0) (100.0)

不 良 行 為 別 状 況

令和６年１月～令和６年１２月　　下段(　)内は前年数値
 ※人数については令和７年４月現在の暫定値

行 為 種 別

補導（検挙）数　（人） 構　　成　　比　（％）

摘　　要
計 計

飲 酒

喫 煙

薬 物 乱 用

刃物等所持携帯

粗 暴 行 為

金品不正要求

深夜はいかい

家 出

無 断 外 泊

不健全性的行為

性的いたずら

不 良 交 友

怠 学

不 健 全 娯 楽

金 品 持 出 し

資料提供：川口警察署・武南警察署

暴 走 行 為

そ の 他

合 計
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活動、経験の機会提供・共有 

<知識・財源・人・時間> 

地 域

・町会

・自治組織

関係

団体

・行政

・警察

企 業

・商工会議所

・商店街連合会

学 校

・ＰＴＡ

・保護者
の会

議題（４）青少年の健全育成等について 

第５次川口市総合計画を踏まえた【青少年健全育成ビジョン】 

 青少年の活動の場づくり

 青少年リーダーの発掘と育成

学校 

応援団 等 

防犯 

パトロール 

等 

職場 

体験 等 

自治体ＤＸ 

イベント協賛 

等 

青少年団体

スポーツ少年団

子ども会

ガール・ボーイスカウト

青少年相談員
（県委嘱）

１５歳～３９歳

１９名（R7.6.1現在）

プレイリーダー
（市認定）

地域のボランティア

プレイリーダー協議会

生
涯
に
渡
る

活
躍
の
場

など

•青少年まつり
•子ども自然体験村
•通学合宿
•七つの祝い
•親と子の音楽会
•明るい街づくり運動
推進大会

•アドベンチャープレイ
事業

•各種啓発活動

市および関係事業

青年

リーダー
育成関係
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議題(５)その他

令和７年度川口市青少年問題協議会スケジュール（案） 

・第１回 令和７年６月２０日（金） 

・第２回 令和８年１月～２月予定 

令和８年度川口市青少年問題協議会スケジュール（案） 

・第１回 令和８年６月～７月予定 

・第２回 令和９年１月～２月予定 
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ＭＥＭＯ

『地域の子どもは地域で守り育てる』



川口市マスコット 

「きゅぽらん」 


